
ワーク・ライフリベランス推進官民トップ会議決定（平成19年12月）  

仕事と生活の調和（ワーク・ライフリくランス）憲章  

〔いま何故仕事と生活の調和が必要なのか〕  

（仕事と生活が両立しにくい現実）   

仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらす。同時に、家事・  

育児、近隣との付き合いなどの生活も暮らしには欠かすことはできない  

ものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増する。   

しかし、現実の社会には、  

・安定した仕事に就けず、経済的に自立することができない、  

・仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない、  

・ 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩む  

など仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られる。  

（働き方の二極化等）   

その背景としては、国内外における企業間競争の激化、長期的な経済  

の低迷や産業構造の変化により、生活の不安を抱える正社員以外の労働  

者が大幅に増加する一方で、正社員の労働時間は高止まりしたままであ  

ることが挙げられる。他方、利益の低迷や生産性向上が困難などの理由  

から、働き方の見直しに取り組むことが難しい企業も存在する。  

（共働き世帯の増加と変わらない働き方■役割分担意識）   

さらに、人々の生き方も変化している。かつては夫が働き、妻が専業  

主婦として家庭や地域で役割を担うという姿が一般的であり、現在の働  

き方は、このような世帯の姿を前提としたものが多く残っている。   

しかしながら、今日では、女性の社会参加等が進み、勤労者世帯の過  

半数が、共働き世帯になる等人々の生き方が多様化している一方で働き  

方や子育て支援などの社会的基盤は必ずしもこうした変化に対応したも  

のとなっていない。また、職場や家庭、地域では、男女の固定的な役割  

分担意識が残っている。  

（仕事と生活の相克と家族と地域・社会の変貌）   

このような社会では、結婚や子育てに関する人々の希望が実現しにく  

いものになるとともに、「家族団らんの時間」や「地域で過ごす時間」  
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を持つことも難しくなっている。こうした個人、家族、地域が抱える諸  

問題が少子化の大きな要因の1つであり、それが人口減少にも繋がって  

いるといえる。   

また、人口減少時代にあっては、社会全体として女性や高齢者の就業  

参加が不可欠であるが、働き方や生き方の選択肢が限られている現状で  

は、多様な人材を活かすことができない。   

（多様な働き方の模索）   

一方で働く人々においても、様々な職業経験を通して積極的に自らの  

職業能力を向上させようとする人や、仕事と生活の双方を充実させよう  

とする人、地域活動への参加等をより重視する人などもおり、多様な働  

き方が摸索されている。  

（多様な選択肢を可能とする仕事と生活の調和の必要性）   

いま、我々に求められているのは、国民一人ひとりの仕事と生活を調  

和させたいという廉いを実現するとともに、少子化の流れを変え、人口  

減少下でも多様な人材が仕事に就けるようにし、我が国の社会を持続可  

能で確かなものとする取組である。   

働き方や生き方に関するこれまでの考え方や制度の改革に挑戦し、個  

々人の生き方や子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様  

な働き方の選択を可能とする仕事と生活の調和を実現しなければならな  

い。   

個人の持つ時間は有限である。仕事と生活の調和の実現は、個人の時  

間の価値を高め、安心と希望を実現できる社会づくりに寄与するもので  

ある。  

（明日への投資）   

仕事と生活の調和の実現に向けた取組は、人口減少時代において、企  

業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性  

を高めるものである。とりわけ現状でも人材確保が困難な中小企業にお  

いて、その取組の利点は大きく、これを契機とした業務の見直し等によ  

り生産性向上につなげることも可能である。こうした取組は、企業にと  

って「コスト」としてではなく、「明日への投資」として積極的にとら  
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えるべきである。   

以上のような共通認識のもと、仕事と生活の調和の実現に官民一体と  

なって取り組んでいくため、本憲章を定める。  

〔仕事と生活の調和が実現した社会の姿】  

1 仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりが   

いや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭   

や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段   

階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」である。   

具体的には、以下のような社会を目指すべきである。  

① 就労による経済的自立が可能な社会  

経済的自立を必要とする者とりわけ若者がいきいきと働くことが   

でき、かつ、経済的に自立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関   

する希望の実現などに向けて、暮らしの経済的基盤が確保できる。   

② 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会  

働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充実した時間、   

自己啓発や地域活動への参加のための時間などを持てる豊かな生   

活ができる。  

③ 多様な働き方・生き方が選択できる社会   

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能力を持って様   

々な働き方や生き方に挑戦できる機会が提供されており、子育て   

や親の介護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じて多様で   

柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されている。   

〔関係者が果たすべき役割〕  

2 このような社会の実現のためには、まず労使を始め国民が積極的に   

取り組むことはもとより、国や地方公共団体が支援することが重要で  
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ある。既に仕事と生活の調和の促進に積極的に取り組む企業もあり、  

今後はそうした企業における取組をさらに進め、社会全体の運動とし  

て広げていく必要がある。   

そのための主な関係者の役割は以下のとおりである。また、各主体  

の具体的取組については別途、「仕事と生活の調和推進のための行動  

指針」で定めることとする。  

（企業と働く者）  

（1）企業とそこで働く者は、協調して生産性の向上に努めつつ、職   

場の意識や職場風土の改革とあわせ働き方の改革に自主的に取り   

組む。  

（国民）  

（2）国民の一人ひとりが自らの仕事と生活の調和の在り方を考え、   

家庭や地域の中で積極的な役割を果たす。また、消費者として、   

求めようとするサービスの背後にある働き方に配慮する。  

（国）  

（3）国民全体の仕事と生活の調和の実現は、我が国社会を持続可能   

で確かなものとする上で不可欠であることから、国は、国民運動   

を通じた気運の醸成、制度的枠組みの構築や環境整備などの促進   

・支援策に積極的に取り組む。  

（地方公共団体）  

（4）仕事と生活の調和の現状や必要性は地域によって異なることか   

ら、その推進に際しては、地方公共団体が自らの創意工夫のもと   

に、地域の実情に応じた展開を図る。  
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ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定（平成19年12月）  

仕事と生活の調和推進のための行動指針  

1 行動指針の性格   

本行動指針は、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフり〈ランス）憲章」（以  

下「憲章」という。）で示す「仕事と生活の調和が実現した社会」を実現す  

るため、企業や働く者、国民の効果的な取組、国や地方公共団体の施策の方  

針を定める。  

2 「仕事と生活の調和が実現した社会」に必要とされる諸条件   

憲章で示した「仕事と生活の調和が実現した社会の姿」の具体的な3つの  

社会が実現するために必要な条件はそれぞれ以下のとおりである。   

① 就労による経済的自立が可能な社会  

・ 若者が学校から職業に円滑に移行できること。  

・ 若者や母子家庭の母等が、就業を通じて経済的自立を図ることがで  

きること。  

・ 意欲と能力に応じ、非正規雇用から正規雇用へ移行できること。  

・ 就業形態に関わらず、公正な処遇や能力開発機会が確保されること。  

② 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会  

・ 企業や社会において、健康で豊かな生活ができるための時間を確保   

することの重要性が認識されていること。  

・ 労働時間関係法令が遵守されていること。   

■ 健康を害するような長時間労働がなく、年次有給休暇の取得が促進   

されていること。  

メリハリのきいた業務の進め方などにより時間当たり生産性も向上  

していること。  

・ 取引先との契約や消費など職場以外のあらゆる場面で仕事と生活の   

調和が考慮されていること。  

③ 多様な働き方・生き方が選択できる社会  

・ 子育て中の親、働く意欲のある女性や高齢者などが、子育て期、中   

高年期といった人生の各段階に応じて多様で柔軟な働き方が可能とな   

る制度があり、実際に利用できること。  

・ 多様な働き方に対応した育児、介護、地域活動、職業能力の形成等   

を支える社会的基盤が整備されていること。  
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就業形態に関わらず、公正な処遇や能力開発機会が確保されること  

（再掲）。  

3 各主体の取組  

仕事と生活の調和の実現の取組は、個々の企業の実情に合った効果的な  

進め方を労使で話し合い、自主的に取り組んでいくことが基本であるが、我  

が国の社会を持続可能で確かなものとすることに関わるものであることか   

ら、国と地方公共団体も、企業や働く者、国民の取組を積極的に支援すると   

ともに、多様な働き方に対応した子育て支援や介護などのための社会的基盤  

づくりを積極的に行う。  

（1）企業、働く者の取組   

（総論）   

・経営トップがリーダーシップを発揮し、職場風土改革のための意鼓  

改革、柔軟な働き方の実現等に取り組む。   

・ 労使で仕事と生活の調和の実現に向けた目模を定めて、これに計画  

的に取り組み、点検する仕組みを作り、着実に実行する。   

一 労使で働き方を見直し、業務の進め方・ 

向上等によって、時間当たり生産性の向上に努める。企業は、雇用管  

理制度や人事評価制度の改革に努める。働く青も、職場の一員として、  

自らの働き方を見直し、時間制約の中でメリハリのある働き方に努め  

る。   

・ 管理職は率先して職場風土改革に取り組み、働く青も職場の一員と  

してこれに努める。   

・ 経営者、管理職、働く者は、自らの企業内のみならず、関連企業や  

取引先の仕事と生活の調和にも配慮する。   

・ 働く者は、将来を見据えた自己啓発・能力開発に取り組み、企業は  

その取組を支援する。   

t 労使団体等は連携して、民間主導の仕事と生活の調和に向けた気運  

の醸成などを行う。   

・労使は、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ、労働契約を締結  

し、又は変更すべきものとする。  

（就労による経済的自立）  

・就職困難看等を一定期間試行雇用するトライアル雇用などを活用しつ   

つ、人物本位による正当な評価に基づく採用を行う。  
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・パート労働者等については正規雇用へ移行しうる制度づくり等を行   

う。．  

・就業形態に関わらず、公正な処遇や積極的な能力開発を行う。   

（健康で豊かな生活のための時間の確保）  

・時間外指導基準を含め、労働時間関連法令の遵守を徹底する。  

・労使で長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など、労働時間   

等の設定改善のための業務の見直しや要員確保に取り組む。  

・社会全休の仕事と生活の調和に資するため、取引先への計画的な発   

注、納期設定に努める。  

（多様な働き方の選択）   

・育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、テレワーク、在  

宅就業など個人の置かれた状況に応じた柔軟な働き方を支える制度の  

整備、それらを利用しやすい職場風土づくりを進める。   

・女性や高齢者等が再就職や継続就業できる機会を提供する。   

・就業形態に関わらず、公正な処遇や積極的な能力開発を行う。   

（2） 国民の取組   

・ 国民一人ひとりが、個々人の多様性を理解し、互いに尊重し合う。  

自らの仕事と生活の調和の在り方について考え、周囲の理解を得な  

がらその実現を目指す。   

・家庭や地域の中での自らの役割を認許し、積極的な役割を果たす。  

消費者の一人として、サービスを提供する労働者の働き方に配慮す  

る。  

（3） 国の取組  

（総論）   

・全国や地域での国民の理解や政労使の合意形成を促進する。  

次世代育成に対する企業の取組促進のための対策の検討等を進め、  

生活の時間の確保や多様な働き方を可能とする雇用環境整備を目指し  

た制度的枠組みを構築する。   

－ 働き方に中立的な税・社会保障制度の在り方を検討する。   

・経済全体の生産性の向上を図っていく観点から、中小企業等の生産  

性向上（地域資源活用促進プログラムによる新事業創出支援、ITを  

活用した財務会計の整備、下請適正取引等の推進や資金供給の円滑化  
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等）など包括的な取組を引き続き着実に推進する。   

先進企業の好事例等の情報の収集・提供・助言、中小企業等が行う  

労働時間等設定改善の支援等、仕事と生活の調和の実現に取り組む企  

業を支援する。   

労働基準法、労働契約法、パートタイム労働法等関係法令の周知を  

図るとともに、法令遵守のための監督指導を強化する。   

顕彰制度や企業の取組の診断・点検を支援すること等により、積極  

的取組企業の社会的な評価を推進する。   

働く看等の自己啓発や能力開発の取組を支援する。  

（就労による経済的自立）   

■ 一人ひとりの勤労観、職業戟を育てるキャリア教育を学齢期から行   

う。   

t フリーターの常用雇用化を支援する。  

・若者や母子家庭の母等、経済的自立が困難な者の就労を支援する。  

（健康で豊かな生活のための時間の確保）  

・ 労使による長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など、労働   

時間等の設定改善の取組を支援する。  

・ 家事サービス等についての情報提供に対する支援をする。  

（多様な働き方の選択）  

・ 育児■介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、テレワークとい   

った多様な働き方を推進するとともに、パート労働者の均衡待遇の推   

進、働く意欲と能力のある女性や高齢者の再就職や就業継続の支援、   

促進等、その多様な働き方を推進するための条件を整備する。   

t 在宅就業の環境整備のための枠組みを検討する。  

・ 男性の育児休業の取得促進方策の検討等を進め、男性の子育て参加   

の支援・促進を図る。  

・ 多様な働き方に対応した保育サービスの充実等多様な子育て支援を   

推進する。  

・ 地方公共団体等による育児・介護の社会的基盤づくりを支援する。  

・ 多様な教育訓練システムの充実等、職業能力の形成支援に係る労働   

市場の社会的基盤を整備する。  

（4） 地方公共団体の取組  
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地方の実情に即した、仕事と生活の調和の実現に向けた住民の理解  

や合意形成を促進する。NPO等の活動を通じて中小企業経営者等の  

取組の促進を図る。   

仕事と生活の調和を実現している企業を社会的に評価する。   

多様な働き方に対応した保育サービスの充実等多様な子育て支援を  

展開する。   

地域の実情に応じて、育児・介護等を行う家族を支える社会的基盤  

を形成する。  

4 仕事と生活の調和の実現の進捗状況の点検・評価   

数値目標の設定や「仕事と生活の調和」実現度指標の活用により、仕事と   

生活の調和した社会の実現に向けた全体としての進捗状況を把握・評価し、   

政策への反映を図る。また、憲章、本行動指針の点検・評価を行うため、学   

識経験者、労使の代表で構成される検討の場を設け、数値目標や「仕事と生   

活の調和」実現度指標についても必要に応じて見直すこととする。  

5 数値目標（別紙1）   

仕事と生活の調和した社会の実現に向けた企業、働く者、国民、国及び地   

方公共団体の取組を推進するための社会全休の目標として、政策によって一   

定の影響を及ぼすことができる項目について数値目標を設定する。この数値   

目標は、社会全休として達成することを目指す目標であり、個々の個人や企   

業に課されるものではない。10年後の目標値は、取組が進んだ場合に達成さ   

れる水準（①個人の希望が実現した場合を想定して推計した水準、又は、②   

施策の推進によって現状値や過去の傾向を押し上げた場合を想定して推計し   

た水準等）を設定することを基本とし、また、その実現に向けての中間的な   

目標値として5年後の数値目標を設定する。  

6 「仕事と生活の調和」実現度指標の在り方（別紙2）   

「仕事と生活の調和」実現度指標とは、我が国の社会全体でみた①個人の  

暮らし全般に渡る仕事と生活の調和の実現状況（個人の実現度指標）と、②   

それを促進するための環境の整備状況（環境整備指標）を数量的に把握する   

ものである。個人の実現度指標については、「Ⅰ 仕事一働き方」、「Ⅱ 家  

庭生活」、．「Ⅱ 地域・社会活動」、「Ⅳ 学習や趣味・娯楽等」、「Ⅴ 健康・  

休養」の5分野ごとに中項目、小項目を設け、環境整備指標については分野  
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を設けず1つの指標とする。「仕事と生活の調和」実現度指標では、本行動  

指針で数値目標とされた指標を含む別紙2の構成要素に掲げられた指標を合  

成して作成する。この「仕事と生活の調和」実現度指標は、目標として設定  

するものではなく、仕事と生活の調和の進展度合いを測るものである。なお、  

憲章で定める「就労による経済的自立が可能な社会」、「健康で豊かな生活の  

ための時間が確保できる社会」、「多様な働き方・生き方が選択できる社会」  

の3つの社会の姿の実現状況も木精模により把握することができる。  
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数値目標  

現状  
目標値  

数痘目標設定指標  
5年後（2012年） lO年後（2017年）   

25～34議 男性  90．3％   93′〉94％   93′、一94％  

25′～44歳 女性  64．9％   67′〉70％   69～72％  

ロ   
就  
労  60～64盛 男女計 52．6％   56′－57％   60′〉61％  

65′〉69歳 男女計 34、6％   37％   3∈∋～39％  

ニ豹  

自   16％   24％（5割増）  
②  りの        立    （Ⅱ、Ⅲにも関わるものである）   （1996年～2005年度の10年間平均）   （2011年虔）  
が  

③  フリーターの数   
187万人   ピーク時の3／4に減少   ピーク時の2／3に減少  

（平成15年にど－クの217万人）   （162．8万人以下）   （144．7万人以下）   

Ⅱ  
健  
靡  

41．5％   60％   全ての企業で実施  

で  
皇  

力l  

⑤  週 10．8％   2割減   半減  

臼  

エめ  46．6％   60％   完全取得  

の  

時  
闇  

が  
確  

23．5％   50％   80％   

保   

⑧  テレワーカー比率   
20％  

10．4％  （2010年まで）  

短時間勤務を選択できる事業所の割合  
⑨   （短時間正社員制度等）   

（参考）8．6％以下   10％   25％  

III 
多  
様  

な                           ⑩  自己告発を行っている労働者の割合   
46．2％（正社員）   60％（正社員）   70％（正社員）   

23．4％（非正社員）   40％（非正社員）   50％（非正社員）  

き  
方  

生 き  38．0％   45％   55％  

万  
が  
選  保育サービス（3歳末潟児）  29％   38％  

き  
択 で   

放課後児童クラブ（小学1年～3年）  

る  19．0％   
40％   60％  

社  
。亡ゝ  ＝＝  

肝  男女の育児休業取得率   
女性：72．3％   女性：80％   女性：80％  
男性：0．50％   男性：5％   男性：10％  

6歳末満の子どもをもつ男性の育児・   1日当たり   

㊦  60分   
1時間45分   2時間30分  
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指標（現状憤）の算定方法等  

③フリーターの数  

至筆琴琵罠亨報萎  

④ 労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けている割合  

菓軌㌫縄提詫鵠苧髄左套  

夢－ムの細縮化、労働組合との  

⑤過労飽時間60時間以上の雇用者の割合  

結碧雲鵠題都濃泡盛尉8年）】非農林業雇用者（休業者を除＜）鋸鋸こ占める週間就業時間（年平均  

◎ 年次有給休暇取得率  
【厚生労働省「就労条件総合調査」（平成19年）】企業規模30人以上の企業における、全取得日数／全付与  

日数（繰越日数を含まない）  
注）10年後の日標値としての「完全取得」とは、労働者が自ら希望する留保分を考慮したものである。  

⑦ メンタルヘルスケアに取り細んでいる事業所割合         「 
【厚生労働省労働者健康状況調査」（平成14年）】10人以上規模事業所における「心の健康対策（メンタ  

ルヘルスケア）に取り組んでいる」と団害した事業所割合  

誘惚讃量産弼  
⑧テレワーカー比率  

至ヂ就業者人口（総務省「就業構造基本調査」（平成14  
年      注 

す人  措綜讃禦禦彗恵濾惑讃鼓  
合：指令竃李要竺諸声許諾括っ）を使用している  
C．汀を利用する仕事場所が複数ある、又は1ケ所だけの場合は自分の所属する部署のある場所以外である          D 

．自分の所属する部署以外で仕事を行う時間が、1週間あたり8時間以上である  

㌦鵠撲撒鰐夏雲至芸家話謎義彦吉璧、昌謝欄上こ鮎真裏         （1 
・6％）、高齢者の退職準備（1．7％）、その他の事由（2．3％）（以上複数回答）、事由を問わず認める（1．1  

％）  

⑯自己啓発を行っている労働者の割合  

責髄鞘藍屋警笛髪妄慧義雪規模30人以上の企業から無作為に抽出した  

罷鵠㌔耽定型妄評闇≠畠ニチ閏表姦態鮎1部数品の人をいう（「嘱  

託畠詣嘉協言論墓室蓮蔓姦品芸楚許諾ヒ、誤認籍鮎を舶と開し、向上させるた          めの活動（職業に関係ない趣味 
、娯楽、スポーツ、健康増進等のためのものは含まない）。  

⑪ 第1子出産前後の女性の継続就業率  
【国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（平成17年）】2000年から2004年の闇に第1子を  

出産した女性について、第1子妊娠前に就業していた者に占める第1子1歳時にも就業していた吉の割合  

⑫保弓毒空調盲7表諸芸鮎子ヒ都毒璧評議姦（牌姦（平成18年）】保育所利用児童数 ／3歳未満人口  

保弓鶉請㌢靂憲実組閣誌賢管弧措㌔蛋諾忘盲成環境課調査（平成19          年）】放課後児童クラブ登児   
録童数 ／ 小学校1～3年生の就学児童数  

注）保育等の子育てサービスを提供している割合は、他の目標の進捗状況によって目標の達成が左石される。  

⑱ 男女の育児休業取得率  
【厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年度）】5人以上規模事業所における2004年4月1日から2  

005年3月31日までの1年間の出産者又は配偶者が出産した書に占める育児休業取得者（2005年10月1［］ま  
でに育児休業を開始した者）の割合  

⑭6歳末満の子どもをもつ男性の育児・家事関連時間  

看欝ヂ鳥銅管智慧恵与揺鮎8年）】6歳末満の子どもをもつ男性の1日当たりの「家事」、「介護・  
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［亘直□  
「仕 事 と 生 活 の 調 和」実 現 度 指 標 に つ い て   

「仕事と生活の調机実現度指標は、削咽の社食全体でみた①雇人の暮らし全鮒こ濾る仕事と生活の解和の実現状況と、堤－それを促遭するための環境の整備状況を数1的に把臆し、その遼農度合いを測定寸るものである。  

Ⅰ．個人の実現度指標  
憎人の実現度指橿」は・6分野紺こ指欄を測定する。各5分野別の相場は更に、中項目、小事目擢■に分かれる。小璃目指徽を行動稚拙こおける「仕事と生活の隅和が実現した社食の軌で整理－㌻ることにより、その状況を把握する  
ことが可能となる。なお、各指欄は、本行勤指針で定める数値巨積のほか、仕事と生活の臍和に閣遵する統計（構成手業）を合成することにより作成する。  

左記の拍♯を作成するための♯成事業  

（撫削ヒ粍†した各♯戒暮薫を合成・檜■化ナる．以下軋）  

テレワーカー比寧※2、出勤時間の多様性∴正軋釦こ占める億時間囁用育比率、育児（〉Jた渋lリ劾朽  
時間確報琴の措置Lリ利網状況、t兜休業取得串、■己啓発を行っている労■書の割合、非正規か「）  
正甘＼の愕効率、「仕事を優先したい」と希望する人の割合と現実にl優先している」人〃割合・〃農  

正杜氏とそれ以外ノ）労筒音し7〕貸金終盤、管理的職葦穫認許及び嘩門的・技術的職藁従事者に占ゝシる  
女性割な  ⇔

M
∵
日
出
∵
日
出
邑
∵
口
出
 
 

女性の鼠義率（2t5－ヰヰ■）、女性一っ政策希望率（25～44軌、女性の再現筒音、60譜代い  
晩発率、60硫代の頑瀾・前項寧、正社員比凋紬）男女薙、平均桝竜年数F）男女乳 正杜氏ゾ〕男女げノ平  
均所定内給与格蓮  

雷1子出産後の＃痍慎兼寧、女性【25～4J軌¢ノ子ども（り有熱こよる托策率♂ノ串、子どもを持  
つ女性 し26－44摂J㌔）密再三失禦率  

・
∽
∽
・
 
 

遭労t書簡80陣間以上の1月書の割合、陣M当たり労七生塵性、通勤時開  

フリーター■、低所得層し第l四～ナ位）の賃金（60‾㌢恵一軌、5U塘東浦の世帯主に才づける中位如■ノ  
半分以下わ所得世事削こ隠する世帯員糾合  

有職者の平日の平均在宅時開、一週間♂）りち家族そろって一一緒に食中をする日敢、親子の対冨引こ閉  
すろ補足摩  

家事・育児・什確率の総平均時間肋牒女比率、6歳末痛の子どもレフいる者）り封帝・育児しっ搾平均時  
間の男女比、「夫は外で働き、寄は家鳴を守るペきてぁるJという考え方に琶戒直利合  

ポヲンティア活動・杜  
つきあいの総平均時間  

地域活動等をする時間や橋台一、C√ノ滞足席、交際・  

ボランティア活動・社会参加澤取り亨了勒青郷 摘■発音・搾環青別j、で降・一）きあい一っ†了勤育轟（有  

葉音・静養普別）  

学習・研究【り絶平均時間、確咤・娯楽箪¢ノ絶平均時間  

学習上研兜い行動者率（有零者・穀識者別）、趣味・娯華琴（り行動者翠t有蒸着・無礁箸別J  

仕事量を理由に強い不安．悩．－′，ストレスを持リノ、ゾノ糾合、過労咤琴革賽（り労！鞄補隋件填、2（J成  

以上の柊壌診断琴山′受診率  

年次■蛤体■取得串、相磯・くノ）ろぎ」の総平均時間、十月に搾取をとっている人山割合  

濱1r■攣化」とは、単位やま■■が異なるデータ衰同等に敵えるように綱鼓すること。  
※2 大事は■暮日韓（以下同）   



Ⅱ．環境整備指模   
す♯書傭指標については、分野を掛ナず一つの指犠として測定する。なお、同相■は、本行拘糟針で定める■愴月■のほか、仕事と生活の■和に開1する統計（構成羊兼）を合成することにより作成する．  

左鷲の指標を作成するための構成辛素  

（■事他姓1した各♯成暮★を合成・糟■化する．以下札）  

（3  公共職業安定所の求職者の就属犀、離職者訓練終了後の就職率  

⇔  
労tヰ和書の■且について着せが鞄し食いの■会食牡けている鶴亀滅2、長期休  
暇制度のある企業割合  

〈3  
メンタルヘルスケアに取り組んでいる事t断れ倉、悔額づくりに取I′組んでいる  
亭最新割合  

次世代法に基づく－一般車業主行動計画策定・届出企業救、次世代法に農づく防定  
企業紋、ワーーク・ライ7・バランス架魔企業を褒影する制電を設けている自愴体  
刑合、組員憫地震を書択できる事象斯の割合（別間正牡Å¶虞蠣）、育児・介縄  
のための勤務時間塩絶等の措置の制度がある事黎所の割合、育児・介護休貌制l蚤  
の牧虎有I）寧某所割合、子の看護休暇制度の規媛有り事業所割合、正社員へ再転  
換制嗅がある事業所割合、リフレッシコL・ゆとり括軌こ対ナる支援・援助制堰が  
ある企築割合、職員のボランティア括軌こ対十ろ支捜・援助制電がある企鵜割合、  
労働者の自己啓発を支援している事業所割合、社会人特別選抜軍施校数、社会軟  
膏旋吸における学級・降魔数、特定非営利活動法人熱狂数（潔附）、シル′く－・人材  
セン〟一会風教、公契約の評価項目にワーク・ライフりくラニス取組を澤喝し■ご  
いる自治体間愴  

傑▼サービスを提供している書倉（8■大儀鷹）、児童篠祉掛こ基づく特定市区町  
村の数，閻堰こども圃の救、放課t鬼量クラブモ撫供している¶合、放課後子ど  
も教室pJ黄海騒所紋、病児・病後児保育の晃施臨所敵 背介護・筆支搾取定着俄  
に対十る居宅介護t支援）サービス受給者数  

※1「■攣化」とは、斗位や＃地■が■なるデータを閂専に扱え  
もように■暮すること。  

※2 太字は■■目書（以下同）   

合成檜■を作成する．これにより、1♯暮●  

の濃1よ合を瀾ることが可tとなる。  
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